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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報を算出して記憶媒体に記憶す
る生体情報算出部と、
　前記生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す
脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御部と、
　前記生体情報算出部による生体情報の算出結果を示す生体情報算出結果情報及び前記脈
波検出結果情報に基づいて、前記記憶媒体に記憶された生体情報の測定効率を示す測定効
率情報を生成する測定効率情報生成部と、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
部と、を備え、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下となることであり、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となることである生体
情報測定装置。
【請求項２】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報を算出して記憶媒体に記憶す
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る生体情報算出部と、
　前記生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す
脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御部と、
　前記生体情報算出部による生体情報の算出結果を示す生体情報算出結果情報及び前記脈
波検出結果情報に基づいて、前記記憶媒体に記憶された生体情報の測定効率を示す測定効
率情報を生成する測定効率情報生成部と、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
部と、を備え、
　前記測定効率情報生成部は、１日の時間帯毎に前記時間帯において前記生体情報算出部
により算出されて記憶された生体情報の測定効率を示す前記測定効率情報を生成し、
　前記制御部は、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値以下となる時間帯が重複
して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測定効率が低いことを示す
情報を報知する前記制御を行う生体情報測定装置。
【請求項３】
　請求項１記載の生体情報測定装置であって、
　前記制御は、前記脈波検出部による脈波の検出を停止する制御である生体情報測定装置
。
【請求項４】
　請求項１記載の生体情報測定装置であって、
　前記脈波検出部は、圧力センサと、前記圧力センサを体表面に押圧する押圧部と、を有
し、前記押圧部によって所定押圧力で前記圧力センサを体表面に押圧している状態で前記
圧力センサにより検出される信号に基づいて前記脈波を検出し、
　前記制御は、前記押圧部による前記圧力センサの体表面への押圧状態を解除し、その後
、前記押圧部によって前記圧力センサを体表面に押圧し直して前記脈波の検出を再開する
制御である生体情報測定装置。
【請求項５】
　請求項１記載の生体情報測定装置であって、
　前記制御は、スピーカから音を出力させる又は前記生体情報測定装置を振動させる制御
である生体情報測定装置。
【請求項６】
　請求項１記載の生体情報測定装置であって、
　前記制御は、前記測定効率情報が前記条件を満たしたタイミングを示す情報を外部の電
子機器に送信する制御である生体情報測定装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記測定効率情報生成部は、生体情報の測定開始指示がなされてから所定期間経過後の
時点までに検出された前記脈波の検出結果を示す情報及び当該脈波に基づいて算出された
生体情報の算出結果を示す情報を、前記測定効率情報の生成に用いる情報からは除外する
生体情報測定装置。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　被測定者の体動を検出する体動検出部を更に備え、
　前記測定効率情報生成部は、生体情報の測定開始指示がなされてから前記被測定者の体
動の変化量が所定範囲に納まるまでの期間に検出された前記脈波の検出結果を示す情報及
び当該脈波に基づいて算出された生体情報の算出結果を示す情報を、前記測定効率情報の
生成に用いる情報からは除外する生体情報測定装置。
【請求項９】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報
を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情報を含む
生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、
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　前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行
われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステッ
プと、
　前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効
率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下となることであり、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となることである生体
情報測定支援方法。
【請求項１０】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報
を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情報を含む
生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、
　前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行
われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステッ
プと、
　前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効
率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、
　前記測定効率情報生成ステップでは、１日の時間帯毎に前記時間帯において算出されて
前記記憶媒体に記憶された前記生体情報の測定効率を示す前記測定効率情報を生成し、
　前記制御ステップでは、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値以下となる時間
帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測定効率が低いこ
とを示す情報を報知する前記制御を行う生体情報測定支援方法。
【請求項１１】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報
を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情報を含む
生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、
　前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行
われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステッ
プと、
　前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効
率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下となることであり、
　前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報である場
合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となることである生体
情報測定支援方法をコンピュータに実行させるための生体情報測定支援プログラム。
【請求項１２】
　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報
を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情報を含む
生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、
　前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行
われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステッ
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プと、
　前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効
率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、
　前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、
　前記測定効率情報生成ステップでは、１日の時間帯毎に前記時間帯において算出されて
前記記憶媒体に記憶された前記生体情報の測定効率を示す前記測定効率情報を生成し、
　前記制御ステップでは、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値以下となる時間
帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測定効率が低いこ
とを示す情報を報知する前記制御を行う生体情報測定支援方法をコンピュータに実行させ
るための生体情報測定支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報測定装置、生体情報測定支援方法、及び、生体情報測定支援プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧情報、脈拍情報、又は、心拍情報等の生体の診断に必要な生体情報は、通常、日内
変化が大きい。このため、診断等のために、被測定者から生体情報を継続的に測定し記録
することが行われる。
【０００３】
　生体情報を継続的に測定する装置としては、１拍（心臓が１回拍動する期間）毎に脈波
を検出し、検出した脈波に基づいて１拍単位での生体情報を算出して記憶するものが知ら
れている。また、生体情報測定装置では、その使用者に測定結果を知らせたり、医師が次
の行動をとるための判断を支援したりするために、測定された生体情報の概要又は信頼率
を表示するものが提案されている（特許文献１、２参照）。
【０００４】
　特許文献１には、オシロメトリック法によって血圧情報の測定を連続して複数回行い、
この複数回の血圧情報の測定終了後に、測定された各血圧情報の信頼性を表す信頼率を表
示する生体情報測定装置が記載されている。医師は、表示された信頼率に基づいて、信頼
率の低い血圧情報を除く残りの血圧情報に基づいて診断を行うことで、診断の精度を高め
ることができる。
【０００５】
　特許文献２には、心拍数測定機能を有する活動量計において、測定終了時に、心拍数の
トレンドグラフを表示させることが記載されている。活動量計の使用者は、トレンドグラ
フを見ることで、自身の活動状況を確認することができ、自己の運動管理又は体調管理等
に役立てることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－８８５７６号公報
【特許文献２】特開２００７－２１５７２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　１拍単位で生体情報を測定する生体情報測定装置は、被測定者の体に長時間装着されて
使用される。このため、被測定者の体動が大きいときには、脈波が正確な値からずれる場
合がある。
【０００８】
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　体動を検出し、検出した体動に基づいて生体情報を補正する技術は知られているが、体
動が変化している間に測定される生体情報を補正するのは容易ではない。したがって、体
動が大きく変化している期間においては、生体情報の測定が失敗又は測定不能として扱う
のがコスト面等で有利である。
【０００９】
　このように、生体に長時間装着して使用することが想定される生体情報測定装置では、
その内部において生体情報の測定成功及び測定失敗の判断を行い、測定成功とした測定結
果についてのみ記憶を行うことが考えられる。
【００１０】
　しかし、このような判断は、装置の内部で行われており、被測定者が知ることはできな
い。そのため、被測定者が生体情報測定装置を装着し、生体情報の測定が常に成功してい
ると考えて普段の生活を送ってしまうと、実際には生体情報の測定に失敗している期間が
数多く発生していることがある。したがって、長時間にわたって装置を装着して生体情報
の測定を行うことの意義がなくなる可能性がある。特許文献１，２は、このような課題に
ついては考慮していない。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、生体情報の効率的な測定を支援する
ことのできる生体情報測定装置、生体情報測定支援方法、及び、生体情報測定支援プログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の生体情報測定装置は、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部と、前記脈
波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報を算出して記憶媒体に記憶する生体情
報算出部と、前記生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波検出処理の
結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御部と、前記生体情報算出部に
よる生体情報の算出結果を示す生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づい
て、前記記憶媒体に記憶された生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効
率情報生成部と、前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた
制御を行う制御部と、を備え、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が
高いことを示す情報である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾
値以下となることであり、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低い
ことを示す情報である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以
上となることであるものである。
　本発明の生体情報測定装置は、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部と、前記脈
波検出部により検出された脈波に基づいて生体情報を算出して記憶媒体に記憶する生体情
報算出部と、前記生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波検出処理の
結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御部と、前記生体情報算出部に
よる生体情報の算出結果を示す生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づい
て、前記記憶媒体に記憶された生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効
率情報生成部と、前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた
制御を行う制御部と、を備え、前記測定効率情報生成部は、１日の時間帯毎に前記時間帯
において前記生体情報算出部により算出されて記憶された生体情報の測定効率を示す前記
測定効率情報を生成し、前記制御部は、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値以
下となる時間帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測定
効率が低いことを示す情報を報知する前記制御を行うものである。
【００１３】
　本発明の生体情報測定支援方法は、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により
検出された脈波に基づいて生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であっ
て、少なくとも前記生体情報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報
算出ステップと、前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波
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検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する
記憶制御ステップと、前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前
記生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、前記
測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御ステッ
プと、を備え、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す
情報である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下となるこ
とであり、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報
である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となることで
あるものである。
　本発明の生体情報測定支援方法は、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により
検出された脈波に基づいて生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であっ
て、少なくとも前記生体情報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報
算出ステップと、前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波
検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する
記憶制御ステップと、前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前
記生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、前記
測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御ステッ
プと、を備え、前記測定効率情報生成ステップでは、１日の時間帯毎に前記時間帯におい
て算出されて前記記憶媒体に記憶された前記生体情報の測定効率を示す前記測定効率情報
を生成し、前記制御ステップでは、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値以下と
なる時間帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測定効率
が低いことを示す情報を報知する前記制御を行うものである。
【００１４】
　本発明の生体情報測定支援プログラムは、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部
により検出された脈波に基づいて生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報
であって、少なくとも前記生体情報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生
体情報算出ステップと、前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前
記脈波検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記
憶する記憶制御ステップと、前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づ
いて前記生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと
、前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いこと
を示す情報である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下と
なることであり、前記測定効率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示
す情報である場合には、前記条件は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となる
ことである生体情報測定支援方法をコンピュータに実行させるためのものである。
　本発明の生体情報測定支援プログラムは、生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部
により検出された脈波に基づいて生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報
であって、少なくとも前記生体情報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生
体情報算出ステップと、前記生体情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前
記脈波検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記
憶する記憶制御ステップと、前記生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づ
いて前記生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと
、前記測定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御
ステップと、を備え、前記測定効率情報生成ステップでは、１日の時間帯毎に前記時間帯
において算出されて前記記憶媒体に記憶された前記生体情報の測定効率を示す前記測定効
率情報を生成し、前記制御ステップでは、前記測定効率情報に基づく測定効率が効率閾値
以下となる時間帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯において生体情報の測
定効率が低いことを示す情報を報知する前記制御を行う生体情報測定支援方法をコンピュ
ータに実行させるためのものである。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、生体情報の効率的な測定を支援することのできる生体情報測定装置、
生体情報測定支援方法、及び、生体情報測定支援プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置１の内部ハードウェア構
成を示す図である。
【図２】図１に示す生体情報測定装置１のシステム制御部１１の機能ブロック図である。
【図３】図１に示す生体情報測定装置１の記憶媒体１３に記憶される測定データのデータ
構造の一例を示す図である。
【図４】図１に示す生体情報測定装置１の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置１の内部ハードウェア
構成を示す図である。この生体情報測定装置１は、例えば被測定者の就寝時における生体
情報をモニタリングするために使用される。
【００１９】
　生体情報測定装置１は、血圧情報、脈拍情報、血管特性情報、又は、心拍情報等の生体
情報を測定して記憶媒体１３に記憶するものである。血圧情報は、例えば収縮期血圧、拡
張期血圧、又は、平均血圧等を含む。脈拍情報は例えば脈拍数等を含む。心拍情報は例え
ば心拍数等を含む。血管特性情報は、ＡＩ（Ａｕｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ）又
はＰＴＴ（脈波伝播速度）等を含む。
【００２０】
　生体情報測定装置１は、脈波検出部１０と、全体を統括制御するシステム制御部１１と
、通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）１２と、記憶媒体１３と、操作部１４と、表示部１５と
、体動検出部１６と、報知デバイス１７と、を備える。
【００２１】
　脈波検出部１０は、被測定者の生体部位（例えば手首等）から１拍毎に発生する脈波を
検出し、検出した脈波をシステム制御部１１に入力する。脈波検出部１０は、例えばトノ
メトリ方式によって脈波としての圧脈波を検出するもの等が用いられる。脈波検出部１０
は、脈波として容積脈波を検出するものであってもよい。脈波検出部１０は、動脈に光を
当てて得られる動脈からの反射光によって脈波を検出するものであってもよい。
【００２２】
　脈波検出部１０がトノメトリ方式によって脈波を検出するものである場合、脈波検出部
１０は、圧力センサと、この圧力センサを体表面に対して押圧する空気袋等の押圧部と、
を有する。そして、脈波検出部１０は、押圧部によって所定押圧力で圧力センサを体表面
に押圧している状態で圧力センサにより検出される信号に基づいて脈波を検出する。
【００２３】
　システム制御部１１は、プロセッサを主体に構成されており、プロセッサの実行するプ
ログラム等が記憶されるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び、ワークメ
モリとしてのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を含む。
【００２４】
　システム制御部１１は、脈波検出部１０により連続的に検出された脈波に基づいて生体
情報を算出し、算出した生体情報を、該脈波が検出された年月日を示す日付の情報及び該
脈波が検出された時刻の情報と対応付けて記憶媒体１３に記憶する。
【００２５】
　通信Ｉ／Ｆ１２は、他の電子機器（例えば病院等に設置された病院端末、又は、生体情
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報測定装置１を装着する被測定者の所持するスマートフォン等の電子機器）と有線又は無
線等で通信可能に接続するためのインタフェースである。
【００２６】
　記憶媒体１３は、システム制御部１１によって算出された生体情報等の各種データを記
憶する。記憶媒体１３は、例えばフラッシュメモリ又はハードディスク等により構成され
る。記憶媒体１３は、生体情報測定装置１に着脱可能な可搬型のものであってもよい。
【００２７】
　操作部１４は、システム制御部１１に対する指示信号を入力するためのインタフェース
であり、生体情報の測定を含む各種動作の開始又は終了等を指示するためのボタン又はタ
ッチパネル等により構成される。
【００２８】
　表示部１５は、測定された生体情報等の各種情報を表示するためのものであり、例えば
液晶表示装置等により構成される。
【００２９】
　体動検出部１６は、生体情報測定装置１が装着された生体部位の動きを検出し、この動
きに応じた体動情報をシステム制御部１１に入力する。体動検出部１６は、加速度センサ
又は角速度センサ等のセンサと、このセンサから出力される信号を処理する信号処理部と
から構成される。
【００３０】
　報知デバイス１７は、生体情報測定装置１が装着された被測定者への報知を行うための
デバイスであり、音を出力するスピーカ又は生体情報測定装置１を振動させるバイブレー
タ等が用いられる。
【００３１】
　図２は、図１に示す生体情報測定装置１のシステム制御部１１の機能ブロック図である
。
【００３２】
　システム制御部１１は、生体情報算出部１１Ａと、記憶制御部１１Ｂと、測定効率情報
生成部１１Ｃと、制御部１１Ｄと、を備える。
【００３３】
　生体情報算出部１１Ａ、記憶制御部１１Ｂ、測定効率情報生成部１１Ｃ、及び、制御部
１１Ｄは、ＲＯＭに記憶されるプログラムをプロセッサが実行することによって構成され
る。このプログラムは、生体情報測定支援プログラムを含む。
【００３４】
　生体情報算出部１１Ａは、脈波検出部１０から入力された脈波に基づいて例えば周知の
方法により生体情報を算出する。生体情報算出部１１Ａは、生体情報の算出対象とする脈
波を、１拍毎に検出される脈波としているが、１拍おき又は複数拍おきに検出される脈波
を生体情報の算出対象としてもよい。
【００３５】
　生体情報算出部１１Ａは、算出した生体情報と、この生体情報の算出に用いた脈波が検
出された日付及び時刻の情報とを対応付けて記憶媒体１３に記憶する。これにより、記憶
媒体１３には、１拍単位での生体情報が記憶されていく。
【００３６】
　生体情報算出部１１Ａは、脈波検出部１０から入力された脈波に基づいて生体情報を算
出するが、入力された脈波が予め決められた採用条件を満たさない場合には、この脈波に
基づく生体情報の算出を行わずに、この脈波の検出された日付及び時刻の情報と、この脈
波が採用条件を満たさないことを示す測定失敗情報とを対応付けて記憶媒体１３に記憶す
る。
【００３７】
　また、生体情報算出部１１Ａは、脈波検出部１０から入力された脈波が上記の採用条件
を満たす場合には、この脈波に基づく生体情報の算出を行い、この脈波が検出された日付
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及び時刻の情報と、算出した生体情報と、この脈波が採用条件を満たすことを示す測定成
功情報と、を対応付けて記憶媒体１３に記憶する。
【００３８】
　上記の採用条件とは、体動検出部１６により検出された体動情報に基づく被測定者の手
首の動き量が体動閾値未満となっている体動安定期間中に検出された脈波であるという第
一の条件、又は、入力された脈波の形状が生体情報を算出できる形状であるという第二の
条件等の条件である。
【００３９】
　例えば、脈拍数を求める場合には、隣接脈波のピーク間の時間、又は、隣接脈波の立ち
上がり時刻間の時間等を求める必要がある。しかし、入力された脈波が、ピーク又は立ち
上がり時刻等を特定できない形状である場合には、この脈波は上記の採用条件を満たさな
い。
【００４０】
　上記の採用条件を満たす脈波に基づいて生体情報算出部１１Ａにより算出される生体情
報（測定成功情報が対応付けて記憶される生体情報）は、信頼性が閾値以上の生体情報と
なる。
【００４１】
　なお、採用条件として第一の条件を用いる場合には、採用条件を満たさない脈波に基づ
いて生体情報を算出することも可能である。このため、生体情報算出部１１Ａは、第一の
条件を満たさない脈波については、この脈波に基づいて生体情報を算出し、算出した生体
情報と、この脈波が検出された日付及び時刻の情報と、測定失敗情報とを対応づけて記憶
媒体１３に記憶してもよい。
【００４２】
　記憶制御部１１Ｂは、脈波検出部１０により検出された脈波と、この脈波が検出された
日付及び時刻の情報とを対応付けて記憶媒体１３に記憶する。
【００４３】
　図３は、図１に示す生体情報測定装置１の記憶媒体１３に記憶される測定データのデー
タ構造の一例を示す図である。
【００４４】
　測定データは、生体情報の測定開始指示がなされてから行われた脈波検出部１０による
脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報と、この脈波検出処理によって検出された脈
波に基づいて行われた生体情報の算出処理の結果を示す生体情報算出結果情報とを含むデ
ータである。
【００４５】
　被測定者が生体情報測定装置１を装着して、生体情報の測定開始指示を行うと、図３に
示すように、被測定者の就寝中に検出された脈波の情報（図３の“脈波情報”）と、この
脈波に基づいて算出された生体情報と、この脈波が採用条件を満たすか否かを示す測定フ
ラグ（“１”か“０”かの情報）とが、脈波が検出された日付及び時刻（図３の“脈波検
出日時”）と対応付けて記憶されていく。脈波の日付及び時刻の情報は、検出された脈波
のＩＤとしても扱われる。
【００４６】
　測定フラグ“１”は、測定失敗情報を構成し、対応するＩＤで特定される脈波が採用条
件を満たしていないことを示す情報である。
【００４７】
　測定フラグ“０”は、測定成功情報を構成し、対応するＩＤで特定される脈波が採用条
件を満たしていることを示す情報（言い換えると、対応するＩＤで特定される脈波に基づ
いて算出された生体情報の信頼性が閾値以上となることを示す情報）である。
【００４８】
　図３に示した脈波検出日時と、この脈波検出日時に対応する脈波情報とは、それぞれ、
脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を構成する。
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【００４９】
　図３に示した脈波検出日時、生体情報、及び、測定フラグは、それぞれ、生体情報算出
部１１Ａによる生体情報の算出結果を示す生体情報算出結果情報を構成する。
【００５０】
　図２の説明に戻り、測定効率情報生成部１１Ｃは、生体情報の測定開始指示がなされて
以降の脈波が検出される毎又は数秒毎等の予め決められた定期的なタイミングで、記憶媒
体１３に記憶されている図３に示す測定データに基づいて、測定データに含まれる生体情
報の測定効率を示す情報（以下、測定効率情報という）を生成する。
【００５１】
　生体情報の測定効率とは、生体情報の測定開始指示がなされて測定動作（脈波の検出及
びこの脈波に基づく生体情報の算出及び記憶）が開始されて以降の期間において、信頼性
が閾値以上となる生体情報を如何に無駄なく記憶媒体１３に記憶できたのかを示す指標で
ある。
【００５２】
　測定効率情報生成部１１Ｃは、例えば、生体情報の測定開始指示がなされて以降に記憶
媒体１３に記憶された測定データに含まれる脈波情報の総数に対する測定フラグ“０”の
割合である測定成功率（単位は％）を測定効率情報として生成する。
【００５３】
　測定効率情報生成部１１Ｃは、生体情報の測定開始指示がなされてから上記のタイミン
グまでの期間（測定期間）の長さに対する、記憶媒体１３に記憶された信頼性が閾値以上
となる生体情報（測定フラグが“０”となっている生体情報）の算出元となる脈波が検出
された期間の累計期間（測定成功期間）の長さの割合を測定成功率（単位は％）として生
成してもよい。測定成功率は、その値が大きいほど、測定効率が高いことを示す情報であ
る。
【００５４】
　または、測定効率情報生成部１１Ｃは、生体情報の測定開始指示がなされて以降に記憶
媒体１３に記憶された測定データに含まれる脈波情報の総数に対する測定フラグ“１”の
割合である測定失敗率（単位は％）を測定効率情報として生成する。
【００５５】
　測定効率情報生成部１１Ｃは、測定期間の長さに対する、記憶媒体１３に記憶された信
頼性が閾値未満となる生体情報（測定フラグが“１”となっている生体情報）の算出元と
なる脈波が検出された期間の累計期間（測定失敗期間）の長さの割合を測定失敗率（単位
は％）として生成してもよい。測定失敗率は、その値が大きいほど、測定効率が低いこと
を示す情報である。
【００５６】
　制御部１１Ｄは、測定効率情報生成部１１Ｃにより生成された測定効率情報が予め決め
られた第三の条件を満たす場合に、予め決められた制御を行う。
【００５７】
　上記の第三の条件は、測定効率情報に基づく測定効率が低くなることであり、具体的に
は、測定効率情報が測定成功率であれば、測定成功率が予め決められた成功閾値（例えば
４０％等）以下となることである。
【００５８】
　上記の第三の条件は、測定効率情報が測定失敗率であれば、測定失敗率が予め決められ
た失敗閾値（例えば６０％等）以上となることである。
【００５９】
　制御部１１Ｄが行う上記の制御は、報知デバイス１７によって被測定者に報知を行う制
御である。制御部１１Ｄは、報知デバイス１７がスピーカであれば、スピーカから音を出
力させて報知を行う。制御部１１Ｄは、報知デバイス１７がバイブレータであれば、この
バイブレータを振動させることで生体情報測定装置１を振動させて報知を行う。
【００６０】
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　図４は、図１に示す生体情報測定装置１の動作を説明するためのフローチャートである
。
【００６１】
　操作部１４が操作されて生体情報の測定開始指示がなされると、脈波検出部１０により
脈波検出処理が開始される。この脈波検出処理によって検出された脈波は、日付及び時刻
の情報と対応付けて記憶媒体１３に記憶される（ステップＳ１）。脈波検出処理が開始さ
れると、システム制御部１１は、脈波検出部１０により検出された脈波に基づいて生体情
報を算出し記憶する処理を行う（ステップＳ２）。
【００６２】
　生体情報の測定開始後、システム制御部１１は、測定効率を判定する判定タイミングに
なったか否かを判定し、判定タイミングになった場合（ステップＳ３：ＹＥＳ）にはステ
ップＳ４の処理を行い、判定タイミングになっていない場合（ステップＳ３：ＮＯ）には
ステップＳ７の処理を行う。
【００６３】
　ステップＳ７において、システム制御部１１は、生体情報の測定終了指示がなされたか
否かを判定し、測定終了指示がなされていない場合（ステップＳ７：ＮＯ）にはステップ
Ｓ１に処理を戻し、測定終了指示がなされている場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）には、脈
波検出部１０による脈波の検出を停止させて、測定動作を終了する。
【００６４】
　ステップＳ４において、システム制御部１１は、生体情報の測定開始指示がなされてか
ら上記の判定タイミングまでの間に記憶媒体１３に記憶された測定データに含まれる生体
情報算出結果情報及び脈波検出結果情報に基づいて測定効率情報を生成する。
【００６５】
　そして、システム制御部１１は、測定効率情報が上記の第三の条件を満たすか否かを判
定する（ステップＳ５）。システム制御部１１は、測定効率情報が第三の条件を満たす場
合（ステップＳ５：ＹＥＳ）には、報知デバイス１７を制御し、スピーカから音を出力さ
せる又は生体情報測定装置１を振動させて、被測定者に報知を行う（ステップＳ６）。ス
テップＳ６の後はステップＳ７の処理が行われる。
【００６６】
　ステップＳ６の処理により、例えば、スピーカからは、“生体情報の測定がうまくでき
ていません。装置を装着し直してください。”といったメッセージが音声にて出力される
。システム制御部１１は、ステップＳ６の処理と併せて、表示部１５に、生体情報測定装
置１の再装着を促すメッセージを表示させてもよい。
【００６７】
　システム制御部１１は、測定効率情報が第三の条件を満たさない場合（ステップＳ５：
ＮＯ）には、ステップＳ１に処理を戻す。
【００６８】
　以上のように、生体情報測定装置１によれば、測定効率情報が第三の条件を満たす場合
、すなわち、生体情報の測定効率が低い場合には、音又は振動によって被測定者に報知が
行われる。このため、被測定者は、この音又は振動によって、生体情報の測定がうまくな
されていないことを知ることができる。
【００６９】
　このため、この報知にしたがって被測定者が生体情報測定装置１を手首に装着し直すこ
とで、脈波検出部１０に含まれるセンサの手首への当たり具合を変えることができ、生体
情報測定装置１を装着し直すことによって生体情報を効率よく測定することが可能となる
。これにより、生体情報の効率的な測定を支援することができる。
【００７０】
　なお、測定効率情報が第三の条件を満たす場合に制御部１１Ｄが行う制御としては、音
又は振動による報知に限らない。
【００７１】
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　例えば、制御部１１Ｄは、測定効率情報が第三の条件を満たす場合には、脈波検出部１
０による脈波の検出処理を停止させて、生体情報の測定動作を停止させてもよい。
【００７２】
　このように、測定効率が低い場合に脈波の検出処理を停止させることで、測定成功率が
低いまま測定が継続されるのを防ぐことができ、無駄な測定を防いで、効率的な生体情報
の測定を支援することができる。
【００７３】
　なお、脈波検出部１０がトノメトリ方式によって脈波を検出するものである場合には、
制御部１１Ｄは、測定効率情報が第三の条件を満たす場合に、脈波検出部１０に含まれる
押圧部による圧力センサの体表面への押圧状態を解除して脈波の検出を一時停止し、その
後、押圧部によって圧力センサを体表面に押圧し直して脈波の検出を再開する制御を行っ
てもよい。
【００７４】
　このように、測定効率が低い場合に、押圧部による押圧力を初期状態に戻し、その後、
押圧力を所定値まで上昇させる制御を行って圧力センサの体表面への当て方を変えること
で、測定効率を向上させることが可能となり、効率的な生体情報の測定を支援することが
できる。
【００７５】
　また、制御部１１Ｄは、測定効率情報が第三の条件を満たす場合には、測定効率情報が
第三の条件を満たした上記の判定タイミングを示す情報（例えば、判定タイミングの日時
又は判定タイミングを含む時間帯等の情報）を、通信Ｉ／Ｆ１２から、病院に設置された
サーバ等の電子機器に送信させる制御を行ってもよい。
【００７６】
　この場合には、被測定者が、自身の所持するスマートフォン等の電子機器にアプリケー
ションプログラムをインストールしておく。生体情報測定装置１の制御部１１Ｄは、この
電子機器に上記の判定タイミングを示す情報を送信する。アプリケーションプログラムの
機能により、スマートフォンは、生体情報測定装置１から受信した上記の判定タイミング
を示す情報を予め登録されているサーバに送信する。このように、測定効率が低くなった
タイミングを示す情報が生体情報測定装置１とは別の電子機器に送信されることで、この
電子機器を管理する管理者は、被測定者がどの時間帯において生体情報をうまく測定でき
なくなったのかを知ることができる。
【００７７】
　制御部１１Ｄが判定タイミングを示す情報を送信する送信先の電子機器としては、医療
従事者が管理する電子機器以外に、生体情報測定装置１の製造者が管理する電子機器、又
は、生体情報測定装置１で測定される測定データに基づいて被測定者に特定のサービスを
提供するサービス提供者が管理する電子機器等を登録できるようにしてもよい。
【００７８】
　送信先として医療従事者の管理する電子機器が登録されている場合には、医療従事者が
患者の測定状況を把握することが可能となるため、患者に生体情報の測定方法についての
アドバイスを行う等の対応が可能となる。これにより、効率的な生体情報の測定を支援す
ることができる。
【００７９】
　送信先として生体情報測定装置１の製造者の管理する電子機器が登録されている場合に
は、測定効率の低くなった事例を製造者が収集することができ、製品開発に役立てること
ができる。
【００８０】
　送信先としてサービス提供者の管理する電子機器が登録されている場合には、サービス
提供者がサービス品質の向上又はサービスの開発に役立てることができる。
【００８１】
　上記の第三の条件は、測定効率情報が測定成功率である場合には、ステップＳ４で生成
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される測定成功率が単調減少しかつ成功閾値以下となることであってもよい。上記の第三
の条件は、測定効率情報が測定失敗率である場合には、測定失敗率が単調増加しかつ失敗
閾値以上となることであってもよい。
【００８２】
　測定効率情報が単調減少するとは、ステップＳ４の処理で生成された最新の測定効率情
報から、この測定効率情報の直前に生成された測定効率情報を減算して得られる値が所定
値以下となる状態が少なくとも２回以上連続することをいう。
【００８３】
　測定効率情報が単調増加するとは、ステップＳ４の処理で生成された最新の測定効率情
報から、この測定効率情報の直前に生成された測定効率情報を減算して得られる値が所定
値以上となる状態が少なくとも２回以上連続することをいう。
【００８４】
　このように、測定効率の継続的な低下を第三の条件に加えることで、被測定者の寝返り
等によって測定効率が一時的に低下したような場合に報知等がなされるのを防ぐことがで
きる。つまり、制御部１１Ｄによって不要な制御が行われるのを防ぐことができ、省電力
化が可能となる。
【００８５】
　以上の説明では、システム制御部１１の測定効率情報生成部１１Ｃが、生体情報の測定
開始指示がなされてから判定タイミングまでの期間に記憶された脈波検出結果情報及び生
体情報算出結果情報に基づいて測定効率情報を生成するものとした。
【００８６】
　この変形例として、測定効率情報生成部１１Ｃは、生体情報の測定終了指示がなされた
タイミングで、記憶媒体１３に記憶された図３に示す１日分の測定データの脈波検出日時
を時間帯別に分類する。測定効率情報生成部１１Ｃは、各時間帯に属する脈波検出日時と
この脈波検出日時に対応する脈波情報、生体情報、及び、測定フラグとに基づいて、時間
帯毎に測定効率情報を生成し、生成した測定効率情報を、時間帯を示す情報及び日付の情
報と対応付けて記憶媒体１３に記憶する。
【００８７】
　測定効率情報生成部１１Ｃは、複数日分の測定データについて上記の処理を繰り返し行
い、１日における時間帯別の測定効率情報を複数日分生成し記憶媒体１３に記憶する。
【００８８】
　制御部１１Ｄは、１日の時間帯別の測定効率情報が複数日分生成されると、測定効率情
報に基づく測定効率が効率閾値以下となる時間帯及び日付を特定する。測定効率情報に基
づく測定効率が効率閾値以下となるのは、測定効率情報が上記の第三の条件を満たしたと
きである。そして、制御部１１Ｄは、特定した時間帯の中に重複しているものがある場合
に、重複している時間帯において生体情報の測定効率が低いことを示す情報を、報知デバ
イス１７を利用して報知する制御を行う。
【００８９】
　この変形例によれば、複数日にわたって同じ時間帯において測定効率が低くなる場合に
、被測定者には報知が行われる。この報知により、測定効率が低下する時間帯を被測定者
に意識させることができ、被測定者に対し、測定効率が低下する原因を検討してもらうき
っかけを作ることができる。被測定者が原因を検討して必要な対応をとることにより、測
定効率の向上が期待できる。
【００９０】
　測定効率情報生成部１１Ｃは、測定開始指示がなされた時点以降に記憶媒体１３に記憶
される測定データのうち、この時点から所定期間経過後の時点までに記憶媒体１３に記憶
された脈波検出結果情報及び生体情報算出結果情報を、測定効率情報の生成に用いる情報
からは除外することが好ましい。
【００９１】
　測定開始指示は、操作部１４を操作することでシステム制御部１１に入力される。例え
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ば生体情報測定装置１が手首に装着されるものである場合には、操作部１４を操作するた
めの手の動作によって、体動によるノイズが脈波に重畳される可能性が高い。このノイズ
が重畳した脈波を含めて測定効率情報を生成すると、測定効率が実際の値より低下する可
能性がある。
【００９２】
　このため、このような操作部１４の操作期間等のノイズが発生しやすい期間で検出され
た脈波とこの脈波に基づいて算出される生体情報については、測定効率情報の生成に用い
る情報から除外することで、より正確な測定効率情報を得ることができる。
【００９３】
　生体情報測定装置１が睡眠時に利用されることを想定すると、上記の所定時間は、測定
開始指示がなされてから生体情報測定装置１を装着する被測定者の体動の変化量が所定範
囲に納まるまでの時間とすればよい。つまり、測定効率情報生成部１１Ｃは、測定データ
のうち、測定開始指示がなされた時点から被測定者の体動の変化量が予め決められた所定
範囲に納まるまでの期間に記憶媒体１３に記憶された脈波検出結果情報及び生体情報算出
結果情報を、測定効率情報の生成に用いる情報からは除外することが好ましい。
【００９４】
　このように、就寝時における被測定者の動きによって生じた脈波とこの脈波に基づいて
算出される生体情報については、測定効率情報の生成に用いる情報から除外することで、
より正確な測定効率情報を得ることができる。
【００９５】
　上述した生体情報測定支援プログラムは、当該プログラムをコンピュータが読取可能な
一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）記憶媒体に記憶される。
【００９６】
　このような「コンピュータ読取可能な記憶媒体」は、たとえば、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ
（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－ＲＯＭ）等の光学媒体、又は、メモリカード等の磁気記憶
媒体等を含む。また、このようなプログラムを、ネットワークを介したダウンロードによ
って提供することもできる。
【００９７】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００９８】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００９９】
（１）　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部と、前記脈波検出部により検出され
た脈波に基づいて生体情報を算出して記憶媒体に記憶する生体情報算出部と、前記生体情
報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波検出処理の結果を示す脈波検出結果
情報を記憶媒体に記憶する記憶制御部と、前記生体情報算出部による生体情報の算出結果
を示す生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて、前記記憶媒体に記憶
された生体情報の測定効率を示す測定効率情報を生成する測定効率情報生成部と、前記測
定効率情報が予め決められた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御部と、を
備える生体情報測定装置。
【０１００】
（２）　（１）記載の生体情報測定装置であって、前記制御は、前記脈波検出部による脈
波の検出を停止する制御である生体情報測定装置。
【０１０１】
（３）　（１）記載の生体情報測定装置であって、前記脈波検出部は、圧力センサと、前
記圧力センサを体表面に押圧する押圧部と、を有し、前記押圧部によって所定押圧力で前
記圧力センサを体表面に押圧している状態で前記圧力センサにより検出される信号に基づ
いて前記脈波を検出し、前記制御は、前記押圧部による前記圧力センサの体表面への押圧
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状態を解除し、その後、前記押圧部によって前記圧力センサを体表面に押圧し直して前記
脈波の検出を再開する制御である生体情報測定装置。
【０１０２】
（４）　（１）記載の生体情報測定装置であって、前記制御は、スピーカから音を出力さ
せる又は前記生体情報測定装置を振動させる制御である生体情報測定装置。
【０１０３】
（５）　（１）記載の生体情報測定装置であって、前記制御は、前記測定効率情報が前記
条件を満たしたタイミングを示す情報を外部の電子機器に送信する制御である生体情報測
定装置。
【０１０４】
（６）　（１）～（５）のいずれか１つに記載の生体情報測定装置であって、前記測定効
率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す情報である場合には、前記
条件は、前記測定効率情報が閾値以下となることであり、前記測定効率情報が、その値が
大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報である場合には、前記条件は、前記測定効
率情報が閾値以上となることである生体情報測定装置。
【０１０５】
（７）　（１）～（５）のいずれか１つに記載の生体情報測定装置であって、前記測定効
率情報が、その値が大きいほど前記測定効率が高いことを示す情報である場合には、前記
条件は、前記測定効率情報が単調減少しかつ閾値以下となることであり、前記測定効率情
報が、その値が大きいほど前記測定効率が低いことを示す情報である場合には、前記条件
は、前記測定効率情報が単調増加しかつ閾値以上となることである生体情報測定装置。
【０１０６】
（８）　（１）記載の生体情報測定装置であって、前記測定効率情報生成部は、１日の時
間帯毎に前記時間帯において前記生体情報算出部により算出されて記憶された生体情報の
測定効率を示す前記測定効率情報を生成し、前記制御部は、前記測定効率情報に基づく測
定効率が効率閾値以下となる時間帯が重複して存在する場合に、当該重複する時間帯にお
いて生体情報の測定効率が低いことを示す情報を報知する前記制御を行う生体情報測定装
置。
【０１０７】
（９）　（１）～（８）のいずれか１つに記載の生体情報測定装置であって、前記測定効
率情報生成部は、生体情報の測定開始指示がなされてから所定期間経過後の時点までに検
出された前記脈波の検出結果を示す情報及び当該脈波に基づいて算出された生体情報の算
出結果を示す情報を、前記測定効率情報の生成に用いる情報からは除外する生体情報測定
装置。
【０１０８】
（１０）　（１）～（８）のいずれか１つに記載の生体情報測定装置であって、被測定者
の体動を検出する体動検出部を更に備え、前記測定効率情報生成部は、生体情報の測定開
始指示がなされてから前記被測定者の体動の変化量が所定範囲に納まるまでの期間に検出
された前記脈波の検出結果を示す情報及び当該脈波に基づいて算出された生体情報の算出
結果を示す情報を、前記測定効率情報の生成に用いる情報からは除外する生体情報測定装
置。
【０１０９】
（１１）　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて
生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情
報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、前記生体
情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波
検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステップと、前記
生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効率を示
す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、前記測定効率情報が予め決めら
れた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御ステップと、を備える生体情報測
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【０１１０】
（１２）　生体から連続的に脈波を検出する脈波検出部により検出された脈波に基づいて
生体情報を算出し、前記生体情報の算出結果を示す情報であって、少なくとも前記生体情
報を含む生体情報算出結果情報を記憶媒体に記憶する生体情報算出ステップと、前記生体
情報算出結果情報に含まれる生体情報の算出のために前記脈波検出部により行われた脈波
検出処理の結果を示す脈波検出結果情報を記憶媒体に記憶する記憶制御ステップと、前記
生体情報算出結果情報及び前記脈波検出結果情報に基づいて前記生体情報の測定効率を示
す測定効率情報を生成する測定効率情報生成ステップと、前記測定効率情報が予め決めら
れた条件を満たす場合に予め決められた制御を行う制御ステップと、をコンピュータに実
行させるための生体情報測定支援プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明は、特に携帯型の血圧計等に適用して利便性が高く、有効である。
【符号の説明】
【０１１２】
１　生体情報測定装置
１０　脈波検出部
１１　システム制御部
１２　通信Ｉ／Ｆ
１３　記憶媒体
１４　操作部
１５　表示部
１６　体動検出部
１７　報知デバイス
１１Ａ　生体情報算出部
１１Ｂ　記憶制御部
１１Ｃ　測定効率情報生成部
１１Ｄ　制御部
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